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１．事業の概要

化学物質のリスク評価については、工業化学物質、農薬等の類型別に、リス

ク評価及び管理の仕組みが確立されてきている。

一方で、人の健康や生態系に影響を与える物質は、これらの化学製品に止まら

ず、化学製品が環境中で分解して生成する物質、不純物、燃焼生成物、自然界

にも存在する物質などがあり、また、様々な用途にまたがるため環境への排出

・ヒトへの曝露の経路が明らかでない物質もある。これらについては、製造量

や使用量をベースとしたリスク評価を行うことはできない。

このため、生成機構等が未解明な化学物質について、文献情報や予測モデルを

用いて有害性評価を行うとともに、モニタリング結果をベースとしたリスク評

価を行う。

２．事業計画

非意図的生成物、重金属等を対象とし、懸念される物質群の絞り込みを行い、

それぞれの物質群に属する多数の物質の複合的な影響も含め、文献情報、モニ

タリング結果等を用いた初期的なリスク評価を実施する。

具体的には、化学物質環境実態調査を始めとするモニタリングデータ、研究

文献における測定データ等を収集するとともに、環境動態に関する予測モデル

等を用い、対象となる化学物質の環境中濃度、人への曝露量を推定する。

また、有害性に関する文献情報を収集するとともに、分子構造から有害性を

推定する手法等も用い、有害性の評価を行う。

曝露量と有害性の程度から、環境リスクの初期的な評価を行う。
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３．施策の効果

化学物質による健康や生態系への影響の懸念にいち早く応え、製造、排出等

の規制措置や自主管理等の対策に繋げることができる。
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